








研究の目的 

平成元年の合計特殊出生率が1.57 と算定され、高齢化社会を迎えることが確実であるわが

国の母子保健事業はますます重要性を増している。小児の健康の維持増進に当たっては、

単に病気・異常がなければよいというにとどまらず、心や体力までを含めた健康レベルの

向上が必要であり、特に心の健康に関しては親子関係を中心とする家族のあり方など育児

環境についての配慮、援助が不可欠であり、また医療と福祉分野との連携・統合的視野か

らのシステム再構築も必要である。 

これらの諸問題を、広くは行政システムから、個別の親子への援助に至るまで、それぞれ

のレベル、それぞれの問題点ごとに検討し、今後の母子保健事業の策定、サービスのあり

方についての技術的マニュアルづくりに貢献し、21世紀に向けての方向を示す戦略の策定

を行なうことを目的として研究を実施する。 


